
（13）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

日
曜
交
付
の
お
知
ら
せ

問
住
民
課　
　
　

撒（
57
）４
１
２
６

　【
持 

参
す
る
物（
必
須
）】

　

・
カ
ー
ド
交
付
の
案
内
ハ
ガ
キ

　

・
通
知
カ
ー
ド

　

・
本
人
確
認
書
類(

運
転
免
許
証
等)

【
持 

参
す
る
物（
お
持
ち
の
方
）】

　

・
印
鑑
登
録
証

　

・
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

日
３
月
29
日（
日
）９
時
～
12
時

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

有
効
期
限
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

問
住
民
課　
　
　

撒（
５７
）４
１
２
６

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
20
歳
未

満
で
作
成
し
た
方
や
、
カ
ー
ド
に
電

子
証
明
書
を
搭
載
さ
れ
た
方
は
、
発

行
日
か
ら
５
回
目
の
誕
生
日
で
有

効
期
限
が
終
了
し
ま
す
。
有
効
期
限

満
了
が
近
い
方
で
引
き
続
き
ご
利
用

を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
住
民
課
窓
口

に
て
更
新
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

更
新
手
続
き
は
有
効
期
限
の
３
ヶ
月

前
か
ら
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、 

カ
ー
ド
の
期
限
は
カ
ー
ド
の

券
面
、
電
子
証
明
書
の
期
限
は
券
面
又

は
カ
ー
ド
交
付
時
に
お
渡
し
す
る
電
子

証
明
書
の
写
し
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

第
20
回
渡
良
瀬
遊
水
地 

フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
巡
回
展

問
未
来
開
発
課　

撒(

57)

４
２
６
０

　

フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
で
入
選
し
た

作
品
を
展
示
し
て
い
ま
す
。
な
お
、

渡
良
瀬
遊
水
地
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト

は
、
今
回
で
最
後
と
な
り
ま
す
。

日
３
月
11
日（
水
）～
25
日（
水
）

所
野
木
ホ
フ
マ
ン
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス

※
受
付
等
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
ご
自

　

由
に
ご
覧
下
さ
い
。

ヨ
シ
焼
き
見
学
バ
ス
ツ
ア
ー

参
加
者
募
集

問
未
来
開
発
課　

撒(

57)

４
２
６
０

　

渡
良
瀬
遊
水
地
に
お
い
て
、
春
の

風
物
詩
と
な
っ
て
い
る
日
本
最
大
規

模
の
ヨ
シ
焼
き
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
町
民
の
皆
様
に
も
渡
良

瀬
遊
水
地
の
魅
力
を
知
っ
て
い
た
だ

く
た
め
、
ヨ
シ
焼
き
の
見
学
会
を
実

施
し
ま
す
。

日
３
月
21
日（
土
）８
時
30
分
～
10
時
30
分

所
役
場
本
館
玄
関
前
集
合

対
野
木
町
在
住
在
勤
で
成
人
の
方

定
先
着
30
名　

儡
無
料

申
３
月
２
日（
月
）～
13
日（
金
）

　

問
合
せ
先
へ
電
話
ま
た
は
来
庁
に

　

て
申
込
み

【
そ
の
他
】

　

汚
れ
て
も
い
い
服
装
、
防
寒
の
備

　

え
を
し
て
、
履
き
慣
れ
た
靴
で
ご

　

参
加
く
だ
さ
い
。

※
悪
天
候
の
場
合
は
中
止
。

※
当
日
、
渡
良
瀬
遊
水
地
内
は
立
入

　

禁
止
の
た
め
、
下
生
井
堤
防
桜
堤

　

で
の
見
学
と
な
り
ま
す
。

定
住
促
進
補
助
金
の
ご
案
内

問
未
来
開
発
課　

撒(

57)

４
１
７
８

【
対
象
者
】

　

次
の
す
べ
て
を
満
た
す
方

①
転
入
又
は
転
居
に
よ
り
新
た
に
専

　

用
住
宅
、
併
用
住
宅
又
は
マ
ン
シ

　

ョ
ン
等
の
区
分
所
有
建
物
を
取
得

　

す
る
方

②
令
和
２
年
３
月
31
日
ま
で
に
住
宅 

　

を
取
得
し
、
取
得
か
ら
１
年
以
内

　

に
入
居
し
、
か
つ
そ
の
住
宅
に
５

　

年
以
上
定
住
す
る
こ
と
を
誓
約
し

　

た
方

③
住
宅
を
取
得
し
た
時
点
で
50
歳
以

　

下
の
方

④
入
居
す
る
世
帯
員（
生
計
同
一
者
）

　

が
２
名
以
上
の
方

⑤
取
得
し
た
住
宅
が
共
有
名
義
で
あ

　

る
と
き
は
、
そ
の
代
表
の
方

⑥
世
帯
員
に
町
税
等
の
滞
納
が
な
い

　

方
。
ま
た
、
転
入
者
は
前
住
所
地

　

の
市
区
町
村
税
等
の
滞
納
が
な
い

　

方

【
対
象
住
宅
】

　

令
和
２
年
３
月
31
日
ま
で
に
取
得

し
た
新
築
住
宅
又
は
中
古
住
宅
と
し

（
た
だ
し
、
建
て
替
え
に
よ
り
取
得

し
た
住
宅
は
除
く
）、
取
得
し
た
住

宅
が
建
築
基
準
法
及
び
都
市
計
画
法

の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

【
交
付
額
】

　

新
築
住
宅　

15
万
円

　

中
古
住
宅　

10
万
円

【
交
付
回
数
】

　

１
回
限
り

【
補
助
金
の
申
請
】

　

住
宅
を
取
得
し
て
か
ら
１
年
以
内

に
、
補
助
金
交
付
申
請
書
及
び
次
の

書
類
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

①
世
帯
全
員
が
記
載
さ
れ
て
い
る
住

　

民
票
謄
本
（
続
柄
記
載
）

②
定
住
誓
約
書

③
建
物
登
記
簿
の
全
部
事
項
証
明
書

　

の
写
し

④
建
物
の
平
面
図（
間
取
図
）及
び
住

　

宅
ま
で
の
案
内
図

⑤
町
外
か
ら
の
転
入
者
に
つ
い
て
は
、

　

直
近
の
住
所
地
で
の
完
納
証
明
書

　

等
（
市
区
町
村
税
等
の
滞
納
が
な

　

い
こ
と
を
証
明
で
き
る
書
類
）

⑥
未
登
記
家
屋
に
あ
っ
て
は
、
物
件

　

の
取
得
を
確
認
で
き
る
書
類

※
詳
し
く
は
、
問
合
せ
先
へ

お知らせ


